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参考図表① 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）（抜粋） 

（防災基本計画の作成及び公表等） 

第 34 条 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科 

学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果

を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなけれ

ばならない。 

２ （略） 

 

（指定行政機関の防災業務計画） 

第 36 条 指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を 

作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなけ

ればならない。 

２・３ （略） 

 

（廃棄物処理の特例） 

第 86 条の５ 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害による生活環境の悪化を防止

することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものと

する。 

２ 環境大臣は、前項の規定による指定があつたときは、その指定を受けた災害により生じた廃

棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下この条において「廃

棄物処理法」という。）第 2 条第 1 項に規定する廃棄物をいう。以下この条において同じ。）

（以下この条において「指定災害廃棄物」という。）の円滑かつ迅速な処理を図るため、廃棄

物処理法第 5 条の 2 第 1 項に規定する基本方針にのっとり、指定災害廃棄物の処理に関する

基本的な指針（以下この条において「処理指針」という。）を定め、これを公表するものとす

る。 

３ 処理指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 指定災害廃棄物の処理の基本的な方向 

二 指定災害廃棄物の処理についての国、地方公共団体、事業者その他の関係者の適切な役

割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、指定災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の確保に関し必要な

事項 

４ 環境大臣は、第 1項の規定による指定があつたときは、期間を限り、廃棄物の処理を迅速

に行わなければならない地域を廃棄物処理特例地域として指定することができる。 

５ 環境大臣は、前項の規定により廃棄物処理特例地域を指定したときは、廃棄物処理特例地

域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分（再生を含む。以下この条において同じ。）

に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を

定めるものとする。この場合において、これらの基準（以下この条において「廃棄物処理特
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 例基準」という。）は、廃棄物処理法第 6条の 2第 2項及び第 3項、第 12 条第 1項並びに第

12 条の 2第 1項に規定する基準とみなす。 

６ 廃棄物処理特例地域において地方公共団体の委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処分を

業として行う者は、廃棄物処理法第 7 条第 1 項若しくは第 6 項、第 14 条第 1 項若しくは第 6

項又は第 14 条の 4 第 1項若しくは第 6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受

けないで、当該委託に係る廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる。 

７ 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分

を業として行う者により廃棄物処理特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行

われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更

その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 

８ 環境大臣は、第 4項の規定により廃棄物処理特例地域を指定し、又は第 5項の規定により

廃棄物処理特例基準を定めたときは、その旨を公示しなければならない。 

９ 環境大臣は、廃棄物処理特例地域内の市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を

勘案して指定災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、その事

務の遂行に支障のない範囲内で、処理指針に基づき、当該市町村に代わって自ら当該市町村の

指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。 

一 当該市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制 

二 当該指定災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性 

三 当該指定災害廃棄物の広域的な処理の重要性 

10 第 6 項及び第 7項の規定は、前項の規定により指定災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う

環境大臣が当該収集、運搬又は処分を他の者に委託する場合について準用する。この場合にお

いて、第 6 項中「若しくは第 6 項、第 14 条第 1 項若しくは第 6 項又は第 14 条の 4 第 1 項若

しくは」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。 

11 第 9 項の規定により指定災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行った環境大臣については、廃

棄物処理法第 19 条の 4第 1項の規定は、適用しない。 

12 第 9 項の規定により環境大臣が行う指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、

国の負担とする。この場合において、同項の市町村は、当該費用の額から、自ら当該指定災害

廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の

額に相当する額を控除した額を負担する。 

13 国は、前項後段の規定により市町村が負担する費用について、必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。 

(注) 下線は、当局が付した。 
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参考図表② 防災基本計画（平成 30 年 6 月中央防災会議）(抜粋) 

第２編 各災害に共通する対策編 

 第１章 災害予防 第６節 迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え 

１～10 （略） 

11 災害復旧・復興への備え 

⑴ 災害廃棄物の発生への対応 

○国〔環境省〕は，地方公共団体による災害廃棄物の処理に係る指針を定めるものとする。 

○市町村は，災害廃棄物の処理に係る指針に基づき，適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処 

理できるよう，災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針，一般廃棄物（指定避難所のごみや 

仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制，周辺の地方公共団体と 

の連携・協力のあり方等について，災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。 

○都道府県は，災害廃棄物の処理に係る指針に基づき，適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を 

処理できるよう，市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な援助を行うとともに，災 

害廃棄物処理に関する事務の一部を実施する場合における仮置場の確保や災害時の廃棄 

物の処理体制，民間事業者等との連携・協力のあり方等について，災害廃棄物処理計画に 

おいて具体的に示すものとする。 

○国〔環境省等〕及び地方公共団体は，大量の災害廃棄物の発生に備え，広域処理体制の確 

立に努めるものとする。また，地方公共団体は，十分な大きさの仮置場・最終処分場の確 

保に努めるとともに，広域処理を行う地域単位で，平時の処理能力について計画的に一定 

程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し，災害時における廃棄物処理機能 

の多重性や代替性の確保を図るものとする。 

○国〔環境省〕及び地方公共団体は，災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携 

の促進等に努めるものとする。また，国〔環境省〕は，地方公共団体による災害廃棄物対 

策が強化されるよう，災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）の整備や，地方 

公共団体等の関係者によって組織する地域ブロック協議会等による人的支援・人材育成に 

努めるものとする。 

○国〔環境省〕及び地方公共団体は，災害廃棄物に関する情報，D.Waste-Net や地域ブロッ

ク協議会の取組等に関して，ホームページ等において公開する等，周知に努めるものとす

る。 

⑵～⑸ （略） 

(注) 下線は、当局が付した。 
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参考図表③ 環境省防災業務計画（平成 13 年 1 月 6日環境省訓令第 20 号）(抜粋) 

第２編 震災対策 

１. 災害予防 

⑴～⑾ （略） 

⑿ 災害廃棄物に係る処理体制の整備 

① 一般廃棄物処理施設等の強靱化等 

災害時における災害廃棄物処理施設等の強靱化の観点から、地方公共団体に対し、以下 

の点などについて指導・助言その他の支援を行うものとする。 

・一般廃棄物処理施設等の耐震化、不燃堅牢化、非常用自家発電設備等の整備や断水時に  

機器冷却水等に利用するための地下水や河川水の確保等の対策の導入 

・大規模災害への備えとして、広域的な処理を行う地域単位で共有すべき処理能力・容量 

を踏まえた施設整備 

② 災害時応急体制の整備 

ア 平時の備えとして、地方公共団体において災害廃棄物対策指針に基づき災害廃棄物 

処理計画の策定を行うとともに、当該計画に基づき災害廃棄物対策が進められるよう、 

地方公共団体に対して以下の点などについて指導・助言その他の支援を行うものとす 

る。 

・災害廃棄物対策指針に基づき、災害廃棄物の仮置場の確保や一般廃棄物（避難所ごみ 

や仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理方法等について具体 

的に定めた災害廃棄物処理計画の策定 

・災害廃棄物処理計画等に基づいた周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力 

体制の整備 

・災害対応力向上のための人材育成等 

・一般廃棄物処理施設等の補修に必要な資機材の備蓄、及び収集車両等の緊急出動体制 

の整備 

・災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）の整備 

イ 平時の備えとして、発災時に円滑かつ迅速に自治体支援が行えるよう、地方環境事務 

所を中心とした地方公共団体支援体制等の確保に努めるものとする。 

ウ 大規模災害への備えとして、地方環境事務所が中心となって、地域ブロック単位で大 

規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画を策定するとともに、本省が中心と

なって複数の地域ブロックにまたがる広域的連携体制の構築に努めるものとする。 

⒀・⒁ （略） 

(注) 下線は、当局が付した。 
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参考図表④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）（抜粋） 

  （非常災害により生じた廃棄物の処理の原則） 

第２条の３ 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせ

るものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつ

つ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。 

２ 非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、そ

の円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたって生ずる廃棄物の適正な処理を確

保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければ

ならない。 

 

（非常災害時における連携及び協力の確保） 

第４条の２ 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第 2条の 3に定める処理の原則にの

っとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割

を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

 

（基本方針） 

第５条の２ 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正

な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一～四 （略） 

五 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項 

六 （略） 

３・４ （略） 

 

（都道府県廃棄物処理計画） 

第５条の５ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その

他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄

物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項 

三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 

四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項 

３・４ （略） 
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（国庫補助） 

第 22 条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要

となった廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 

(注) 下線は、当局が付した。 

 

参考図表⑤ 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ 計画的な推進を図るた

めの基本的な方針（平成 13 年環境省告示第 34 号）（抜粋） 

五 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項 

１ 施策の基本的考え方 

非常災害により生じた廃棄物（災害廃棄物）は、人の健康又は生活環境に重大な被害を

生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障

の防止の観点から、その適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に処理しなければならな

い。災害廃棄物の処理においては、環境負荷の低減、資源の有効活用の観点から、可能な

限り分別、選別、再生利用等によりその減量を図り、将来にわたって生ずる廃棄物の適正

な処理が確保されるよう、最終処分量を低減させる必要がある。 

災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に関する施策の推進及びそれを実現するために

必要な処理施設の整備、人材育成等が行われるよう、平時の廃棄物処理行政からの切れ目

のない対応が必要であり、平時から国、都道府県、市町村、事業者等の各主体において事

前の備えを確実に進めるものとする。これにより、実効性が高い平時の仕組みを基礎とし

つつ、非常災害時における災害廃棄物処理に係る知見・教訓を踏まえた施策を図ることと

する。さらに、災害対策基本法第 86 条の 5第 1項に基づき政令で指定された著しく異常

かつ激甚な非常災害（以下「大規模災害」という。） に際しては、被災しなかった地域も

含め、全国一丸となって処理に当たることが求められることから、各主体の役割分担を明

確にし、密接な連携体制を構築するとともに、地域ブロック（原則環境省地方環境事務所

が管轄する地域を想定）といった都道府県を越えるより広域的な連携、さらには地域ブロ

ック間の相互連携を進めていくことが必要である。 

 

２ 災害廃棄物対策に係る各主体の役割 

⑴ 市町村の役割 

市町村は、生活環境の保全と公衆衛生上の支障の防止の観点から、災害廃棄物を含む

域内の一般廃棄物についての処理責任を有しており、平時から、災害対応拠点の視点か

らの施設整備や関係機関・関係団体との連携体制の構築、災害廃棄物処理に係る訓練等

を通じて、非常災害時にも対応できる強靱な廃棄物処理体制の整備を図る。その際、国

が策定する廃棄物処理施設整備計画、災害廃棄物対策指針及び大規模災害発生時におけ

る災害廃棄物対策行動指針等を十分踏まえながら、都道府県が策定する災害廃棄物処理

計画、災害対策基本法に基づく地域防災計画その他の防災関連指針・計画等と整合を図

りつつ、各地域の実情に応じて、非常災害に備えた災害廃棄物対策に関する施策を一般
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 廃棄物処理計画に規定するとともに、非常災害発生時に備えた災害廃棄物処理計画を策

定し、適宜見直しを行うものとする。 

非常災害時には災害廃棄物処理計画に基づき被害の状況等を速やかに把握し災害廃棄

物処理実行計画を策定するとともに、被災地域に存在する資機材、人材、廃棄物処理施

設や各市町村が平時に搬入している最終処分場を災害廃棄物処理に最大限活用し、極力

域内において災害廃棄物処理を行うものとする。大規模災害時においては、災害対策基

本法に基づく国の処理指針や都道府県の実行計画等も踏まえ、広域的連携体制のもとで

域内の災害廃棄物の処理を行う。 

また、被災市町村に対して資機材や人材の応援、広域的な処理の受入れ等の支援を積

極的に実施するものとする。 

 

⑵ 都道府県の役割 

都道府県は、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な援助及び域内の被害の状

況等により災害廃棄物処理に関する事務の一部を実施することも考えられるため、平時

から、通常起こりうる災害から大規模な災害までを想定した事前の備えについて、災害

廃棄物の適正処理、そのために必要な体制及び処理施設の整備、さらには都道府県域を

越えた広域的な対応のための円滑な連携といった観点から、関係機関・関係団体との連

携を進めるものとする。その際、国が定める廃棄物処理施設整備計画、災害廃棄物対策

指針及び大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針を十分踏まえながら、災害

対策基本法に基づいて策定される地域防災計画その他の防災関連指針・計画等と整合を

図りつつ、各地域の実情に応じて、災害廃棄物処理計画の策定又は見直し、区域内の市

町村の災害廃棄物処理計画の策定への支援を行うものとする。 

非常災害時には、域内の被害状況を踏まえ、関係機関・関係団体との連絡調整を積極

的に図りながら災害廃棄物の処理のための実行計画を必要に応じて速やかに策定すると

ともに、市町村等の関係機関・関係団体と連携して域内の処理全体の進捗管理に努める

ものとする。大規模災害時には国の処理指針も踏まえ、速やかに実行計画を策定すると

ともに、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向け、全体の進捗管理と必要に応じ

た市町村からの事務委託に基づく災害廃棄物処理を含め、被災市町村に対する支援を行

うものとする。 

 

⑶ 国の役割 

国は、大規模災害時に発生する災害廃棄物の処理や、その処理に向けた事前の備えに

おいて、司令塔機能を果たすものとする。事前の備えとしては、全国及び地域ブロック

単位において、国、地方公共団体、事業者及び専門家等の関係者の連携体制の整備を図

るものとする。特に、地域ブロック単位での連携・協力体制を強化するため、大規模災

害発生時における災害廃棄物対策行動指針を策定するとともに、環境省地方環境事務所

が中心となり、地域ブロック単位での大規模災害への備えとしての大規模災害発生時に
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 おける災害廃棄物対策行動計画の策定等を進めるものとする。さらに、複数の地域ブロ

ックにまたがる広域的連携体制を構築するなど、地域ブロック間の連携も促進する。非

常災害発生時には、地方環境事務所が地域の要となり、災害廃棄物対策について被災自

治体等の支援等を行うものとする。また、大規模災害発生時には、災害対策基本法に基

づき速やかに処理指針を策定し、全体の進捗管理を行うとともに、必要に応じて廃棄物

処理特例地域を指定し、廃棄物処理特例基準を定めるものとする。さらに、地方公共団

体の連携・協力のみでは円滑かつ迅速に災害廃棄物処理を行うことが困難な場合であり

災害対策基本法に規定する要件に該当する場合には、国による代行処理を実施するもの

とする。 

  ⑷ （略） 

 ３ （略） 

 ４ 災害廃棄物対策に関する技術開発と情報発信 

国は、事業者や専門家等と連携し、災害廃棄物処理に係る技術的・システム的課題を体系

的に整理し、その知見を今後の対策に活用するとともに、災害廃棄物の発生量の推計手法や

処理困難物の処理技術、再生利用の促進等の災害廃棄物処理に必要な技術開発を行い、得ら

れた成果をわかりやすく周知する。また、地方公共団体による情報発信を支援することとし、

大規模災害時には、処理方針を示すとともに、広域的な連携等の災害廃棄物の処理体制の確

保が円滑に行えるよう積極的な情報発信を行う。 

地方公共団体は、平時から、災害廃棄物の処理に関して地域住民等に対して積極的に情報

発信・情報共有を行い、災害廃棄物処理に関する住民理解の促進に努めるものとする。非常

災害時には、災害廃棄物の分別方法や仮置場の運用情報、処理の方針等に関する情報発信を

積極的に実施するとともに、非常災害時の廃棄物処理に係る住民理解の確保等に努めるも

のとする。 

(注) 下線は、当局が付した。 
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参考図表⑥ 災害廃棄物対策指針の構成（平成 30 年 3 月環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物   

  対策室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図表⑦ 災害廃棄物対策指針(改定版)（平成 30 年 3 月環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物   

  対策室）（抜粋） 

第１編 総則 
第３章 基本的事項 
⑴ 本指針の位置付け 

  本指針は、廃棄物処理法基本方針及び災害対策基本法に基づく防災基本計画（第 34 条）

並びに環境省防災業務計画（第 36 条）に基づき、地方公共団体による災害廃棄物処理計画

の策定及び災害廃棄物対策を実施する際の参考となる災害廃棄物対策の基本的事項をとり

まとめたものである。 

災害対策基本法において、環境省等の指定行政機関はその所掌事務に関し防災業務計画

を策定することが定められており、防災基本計画において、環境省は地方公共団体による災

害廃棄物の処理に係る指針を定めるものとされている。市町村は、廃棄物処理法第６条第１

項の規定により、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければな

らないとされており、また都道府県は、廃棄物処理法第５条の５の規定により災害廃棄物処

理計画を策定することとされており、廃棄物処理法基本方針等において、本指針等を十分踏

まえることが求められている。 
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 本指針は過去に策定してきた指針等（震災廃棄物対策指針（平成10年）、水害廃棄物対策

指針（平成17年）、災害廃棄物処理に係る広域体制整備の手引き（平成22年）など）を統合

し、地方公共団体が災害時における廃棄物処理を適正かつ円滑・迅速に行うための災害廃棄

物対策に関する基本的な考え方を示すととともに、地方公共団体が災害廃棄物処理計画を

策定又は見直しを実施するに当たっての基本的事項をとりまとめたものである。 

⑵・⑶ （略） 

⑷ 災害廃棄物処理計画、災害廃棄物処理実行計画の位置付け 

１．市区町村は、国が策定する廃棄物処理施設整備計画、本指針及び行動指針等を踏まえなが 

ら、都道府県が策定する災害廃棄物処理計画、災害対策基本法に基づく地域防災計画その他 

の防災関連指針・計画等と整合を図るとともに、各地域の実情に応じて、非常災害に備えた 

災害廃棄物対策に関する施策を一般廃棄物処理計画に規定し、非常災害発生時に備えた災 

害廃棄物処理計画を策定するとともに、適宜見直しを行う。また、市区町村は、非常災害時 

には災害廃棄物処理計画に基づき被害の状況等を速やかに把握し、災害廃棄物処理実行計 

画（以下「実行計画」という）を策定し、災害廃棄物の処理を行う。  

２．都道府県は、国が定める廃棄物処理施設整備計画、本指針及び行動指針等を十分に踏まえ 

つつ、災害対策基本法に基づき策定される地域防災計画その他の防災関連指針・計画等と整 

合を図りながら、各地域の実情に応じて、災害廃棄物処理計画の策定又は見直し、自区域内 

の市区町村の災害廃棄物処理計画策定への支援を行う。また、都道府県は、非常災害時には、 

被害状況を踏まえ、関係機関・関係団体との連絡調整を積極的に図りながら災害廃棄物の処 

理のための実行計画を必要に応じて速やかに策定するとともに、関係機関・関係団体と連携 

して域内の処理全体の進捗管理に努める。 

〈災害廃棄物処理計画〉  

○市区町村が策定する災害廃棄物処理計画は、自らが被災することを想定し、平時の備え

（体制整備等）や発生した災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための災害応急対

策、復旧・復興対策等対応に必要な事項をとりまとめたものである。具体的には、災害廃

棄物の仮置場の設置及び運用方針、生活ごみや避難所ごみ、仮設トイレのし尿等を含めた

処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力事項や受援体制等について示すものとする。

平時の廃棄物処理において一部事務組合や広域連合を構成している市区町村においては、

災害時においても一部事務組合や広域連合と連携した収集・処理等を実施していく必要

があることから、災害廃棄物処理計画の策定に当たっても一部事務組合や広域連合と連

携することが望ましい。  

○都道府県が策定する災害廃棄物処理計画は、被災した市区町村等に対する支援を行うた

め、平時の備え（体制整備等）、災害応急対策、復旧・復興対策等に必要な事項をとりま

とめたものである。具体的には、市区町村等に対する技術的な支援内容、災害廃棄物処理

に関する事務の一部を実施（地方自治法第252条の14）する場合における廃棄物の処理体

制、民間事業者等との連携・協力のあり方等について示すものとする。  

○地方公共団体は、他の地方公共団体を支援することも想定し、平時から資機材や人材の
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 応援、広域的な処理の受入れ等の支援体制を検討し、これらを併せて災害廃棄物処理計

画とする。 

○地方公共団体の災害廃棄物処理計画及び地域ブロックの行動計画との整合が図れるよう、

地方公共団体は災害廃棄物処理計画策定後においても相互調整を行う。 

 ⑸～⑽ （略） 

 

第２編 災害廃棄物対策 

 第１章 平時の備え（体制整備等） 

1-1 組織体制・指揮命令系統 

   （略） 

○災害廃棄物処理を担当する組織は、道路障害物の撤去・運搬、損壊家屋等の撤去（必要

に応じて解体）、仮置場の閉鎖についての原状回復などの重機による作業があるため、

設計、積算、現場管理等に必要な土木・建築職を含めた組織体制とする。  

  （略） 

 

1-3 協力・支援体制 

⑴ （略） 

 ⑵ 都道府県、国の支援 

〈都道府県〉 

  （略） 

  ○都道府県は、地域ブロック協議会が策定する行動計画とも整合を図りつつ、災害廃棄物 

処理計画を策定又は適宜見直すとともに、市区町村の災害廃棄物処理計画の策定と見直

しを支援する。 

（略） 

○都道府県は、市区町村等の災害支援協定の締結状況を把握し、平時から広域的な相互協

力体制を整備する。 

○都道府県は、人材育成支援として、市区町村等向けの災害廃棄物対策セミナーや演習を

開催し、災害廃棄物対策の実行性の向上に努める。 

 

〈国〉  

（略） 

○環境省は、地方公共団体等向けの災害廃棄物対策セミナー等を開催し、災害廃棄物対策

の実行性を高める。 

○地方環境事務所は地域ブロック協議会を開催する。地域ブロック協議会では、各主体の

役割分担を明確にし、密接な協力・連携体制を構築するとともに、地域ブロック単位で

の広域的な連携を進めていくため、行動計画を策定する。 

・環境省は、地方公共団体の災害廃棄物処理計画の策定状況を把握し、地方公共団体から
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 要請があった場合に指導・助言を行う。 

 ⑶ （略） 

⑷ 民間事業者との連携 

 ○市区町村等は、建設事業者団体、一般廃棄物処理事業者団体や産業廃棄物処理事業者団  

体等と災害支援協定を締結することを検討する。 

  ・都道府県が民間事業者団体と一括して協定を締結し、市区町村等はその協定を活用するこ 

  とも考えられる。 

  ・災害支援協定の内容として、災害廃棄物の撤去・運搬・処理・処分、損壊家屋等の撤去（必   

       要に応じて解体）などが考えられるが、どのような災害支援協定の内容とするかは、地域 

      の事情を踏まえ、各地方公共団体で検討する。また、NPO との連携方法も検討する。 

   （略） 

 ⑸ （略） 

 

 1-4 職員への教育訓練 

災害廃棄物処理計画の実行性を高めるために、災害廃棄物対策の進捗に応じて人材育成

を戦略的に進めるとともに、継続的に人材を確保できるシステムを構築する。そのために、

定期的に研修、訓練等を企画・実施し、必要に応じ専門家の意見を活用できる体制の構築に

努める。 

  ○地方公共団体の廃棄物部局は、災害時に災害廃棄物処理計画が有効に活用されるよう記

載内容について職員へ周知するとともに、災害廃棄物処理計画を適宜見直す。  

○地方公共団体は、災害廃棄物処理の経験者や災害廃棄物・産業廃棄物処理技術に関する

知識・経験を有する専門家（D.Waste-Net等）を交えた講習会・研修会等を定期的に開催

し、職員の能力維持・向上に努める。  

○職員の人事異動を考慮し、教育訓練により職員の能力を維持・向上させるだけでなく、

教育訓練と災害廃棄物処理計画の見直しや協定の締結等の平時の災害廃棄物対策を有機

的につなげることが重要である。 

○地方公共団体は、教育訓練等の成果として災害廃棄物処理に係るマネジメントや専門的

な処理技術に関する知識・経験を習得した者及び実務経験者をリストアップする。リス

トアップする実務経験者等の対象は、災害廃棄物だけでなく廃棄物に関する経験者も含

めるものとする。整理したリストは定期的に見直し・チェックを行い、継続的に更新す

る。 

   （略） 

 

 1-6 災害廃棄物処理 

 ⑴ 発生量・処理可能量 

○災害廃棄物の発生量、既存施設での災害廃棄物の処理可能量をあらかじめ把握しておく

ことは、処理・処分計画の策定等の検討を行うための基礎的な資料となる。地方公共団
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 体はあらかじめ地域防災計画で想定される災害規模に応じた発生量及び自区域内の処理

可能量を推計しておく｡ 

   （略） 

・自区域内の処理施設（一般廃棄物・産業廃棄物、以下同じ）において災害廃棄物の処理 

を行うことが可能な廃棄物処理施設（ごみ焼却施設、破砕施設、各種リサイクル施設、 

最終処分場等）を抽出し、年間処理量（又は年間埋立処分量）の実績に対する災害廃棄 

物等処理量の分担率を設定することで災害廃棄物等の処理可能量を推計する。推計の結 

果、自区域内の既存の廃棄物処理施設だけでは処理するために相当数の年月が必要とな 

り、処理しきれないと判断される場合には広域処理や仮設処理施設の設置を検討する。 

   （略） 

 ⑵ （略） 

⑶ 処理フロー  

○地方公共団体は、災害廃棄物の処理方針、発生量・処理可能量等を踏まえ、災害廃棄物

の種類毎に、分別、中間処理、最終処分・再資源化の方法とその量を一連の流れで示し

た処理フローを作成する。  

⑷ （略） 

 ⑸ 仮置場 

〈仮置場の利用方法〉  

○地方公共団体は、仮置場の候補地を平時に設定するが、設定するに当たっては仮置場の

利用方法についても検討しておく。 

 （略）  

 

〈仮置場の必要面積の算定〉 

○地方公共団体は、想定される規模に応じて仮置場の必要面積を算定する。 

○災害廃棄物を積上げすぎると火災の発生につながることから、積み上げ高さを５ｍ以下

に抑えるなど必要面積の算定に考慮する。また火災発生時に迅速に対応できるように、

延焼防止や消火活動のため堆積物間の距離を設けるなどの配置が必要である。 

＜仮置場の候補地の選定＞ 

○空地等は、災害時に自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等に優先的に利用されるこ

とを踏まえ、仮置場の候補地を選定する。候補地の選定に当たっては必要に応じて地元

住民と平時に調整を行う。  

 （略） 

・候補地は次の点を考慮して選定する。  

① 公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設、港湾（水域※を含む）等の公有地

（市有地、県有地、国有地等） ※船舶の係留等 

② 未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借り上げ）  

③ 二次災害や環境、地域の基幹産業等への影響が小さい地域  
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 ④ 応急仮設住宅など他の土地利用のニーズの有無  

 （略） 

・仮置場の候補地を選定する際には、病院・学校・水源などの位置に留意し、近接する場

所を避ける。 

 （略） 

 ⑹～⑼ 

⑽ 最終処分  

○地方公共団体は、災害廃棄物の受け入れ可能な最終処分場を平時に検討する。  
・最終処分場が確保できていない場合、処理を行っても仮置場から搬出することができず、

したがって現場から災害廃棄物を仮置場へ搬入することができず、処理の進捗に影響を

与えることになる。  
・市区町村は経済的な手段・方法で運搬できる最終処分場のリストを作成し、広域的な最終 
処分が行えるよう、所有する民間事業者や地方公共団体と協定を結んでおくことを検討

する。 
   （略） 
⑾～⒂ （略） 
 
1-8 住民等への啓発・広報  

・市区町村は、避難所の被災者に対する災害廃棄物の処理に関する広報は、庁内の広報部局

と調整し、広報誌やマスコミ、避難所等への広報手法・内容等を確認しておく。なお、混

乱を防ぐため情報の一元化が必要である。  

・発災直後から仮置場の開設予定や収集の有無等について、できるだけ早い段階で時系列を

考慮し広報計画を立てることが必要である。  

 

 第２章 災害応急対応 

 2-4 協力・支援体制 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 都道府県、国の支援 

   （略）  

  〈国〉 

   （略） 

○地方環境事務所が地域の要となり、情報収集、連絡調整することにより被災地方公共団体 
の支援を行う。 

 ⑶～⑸ （略） 

 

 

 

（注） 下線は、当局が付した。 
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参考図表⑧ 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（平成 27 年 11 月環境省大臣官房

廃棄物・リサイクル対策部）（抜粋） 

第２編 関係者の役割・責務について 

第１章 基本的な考え方 

① 災害廃棄物の処理は市町村が行う固有事務として位置付けられている。したがって、被

災市町村は、被災地域に存在する資機材、人材、廃棄物の中間処理施設や最終処分場を可

能な限り災害廃棄物処理に活用するなど、極力自らの地域内において処理を行うとの主体

性が求められる。 

② 他方、東日本大震災時の宮城県や岩手県の処理の例を踏まえれば、大量の災害廃棄物が

発生する大規模災害時には、被災地域のみで円滑かつ迅速に処理を行うことは極めて困難

であり、市県境を越えた広域的な協力・連携の下での処理が必須となる。そのため、被災

市町村又は被災都道府県からの要請に応じて、被災しなかった又は被災の程度が軽かった

地方自治体には、資機材や人材の提供、広域的な処理の受入れ等に積極的に協力すること

が求められる。 

③ このため、大規模災害時には、被災した事業者の主体的な処理も促しつつ、まずは、被

災市町村における処理、次いで非被災市町村及び事務委託を受けた都道府県が主体となっ

て行う処理など当該都道府県内での処理、さらには地域ブロックでの広域処理、そして複

数の地域ブロックにまたがる広域的な処理を、それぞれ被災の状況及びその地域の処理能

力に応じて適切に組み合わせた上で、円滑かつ迅速な処理を補完する観点からの国による

代行処理の実施という重層的な対応とすることが基本となる。 

④～⑦ （略） 

 

第２章 地域ブロック単位で行う事項 

① 都道府県の枠を越えた実効的な災害廃棄物処理の枠組みとして、国（地方環境事務所）が

中心となり、大規模災害時に、関係者それぞれの役割・責務が適切に果たされ、“オールジ

ャパン”での対応が実現されるよう、地域ブロック単位（北海道、東北、関東、中部、近畿、

中国、四国、九州の８地域ブロック）で広く関係者の参画する協議会等を設置する。 

② 地域ブロック協議会等では、国、都道府県、市町村等の連携・協力体制の構築に加え、

廃棄物処理業界のほか各種業界の民間事業者との連携・協力体制を構築する。地元にある

廃棄物処理事業者、建設事業者、製造事業者等の民間事業者と円滑な災害廃棄物処理に向

けて関係者間で協議し、協力可能な内容を検討した上で、関係者間で災害協定等を締結す

る。 

③ 地域ブロック協議会等では、平時から地方環境事務所が中心となって情報共有や災害廃

棄物対策に関する協議を進め、共通の認識となる被害想定を設定し、設定した災害に応じ

て、国（環境省）、地方自治体、民間事業者等の地域ブロック内の関係者それぞれの役割分

担を明確にした上で、連携体制の構築等を推進する。また、有識者や関係省庁の地方支分

部局等にも地域ブロック協議会等への参加を求め、関係省庁間の連携の強化を推進する。
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 さらに、災害発生時に検討した体制を実現できるよう、通常規模の災害対応における教訓

の共有や人材交流、民間事業者との連携促進等により、人材育成のプラットフォームとし

ての機能も期待できる。 

なお、地域ブロック協議会等は地域ブロックの自主性と地域の特性に応じた柔軟性を効

果的に引き出すための場であり、継続的にネットワーク機能として維持していく必要があ

る。そのため、地方環境事務所が中心となり都道府県の主体的な協力を得て地域ブロック協

議会等を運営していくことを基本とし、地方環境事務所は、地域ブロック協議会等において

積極的にファシリテータ役を果たし、協定締結を含めたさまざまな主体間の連携強化、技術

情報の提供等を行う。さらに、発災時においても円滑な連携が実施できるよう、地域ブロッ

ク協議会等での議論の状況も踏まえて、環境省（本省）が地方環境事務所と連携して地域ブ

ロック間の連携等を調整する。発災時には、災害廃棄物対策について、地方環境事務所が各

地域ブロック協議会等を中心とする連携体制を活かして一元的な窓口機能を担い、被災自

治体等の支援等を行う。 

なお、地域ブロック協議会等の運営方法については、発災時に地域ブロック間の連携がで

きることを前提として適宜見直すこととする。 

④ 災害発生時においても資源の有効活用の観点から、災害廃棄物の再生利用を極力実施す

るため、地域ブロックの域内で、災害廃棄物の処理の拠点や再生資材の利用先の確保等を進

めることが重要である。 

その上で、円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理のために最終処分が必要な災害廃棄物につ

いては、各地方自治体が平常時に搬入している最終処分場の活用を検討し、不足する容量に

ついて地域ブロック単位でその処分先の確保も進める。 

また、仮設の処理施設を設置する際には、被災市町村にそれぞれ仮設の処理施設を設置す

るのではなく、複数の被災市町村でまとまって仮設の処理施設の設置、活用を検討する等、

参画している地方自治体の仮設処理施設の候補地の確保等に関する情報を地域ブロック協

議会等で共有し、施設の有効活用についても協議する。 

⑤ 地域ブロック単位でどの程度処理可能か見極めた上で、他の地域ブロックに協力を要請

する事項、支援を受け入れる体制について整理しておく。 

⑥ 被害想定に応じて、複数の地域ブロックにまたがる広域的な輸送ネットワークを構築す

べく、関係する地域ブロック間で連携し、各輸送主体の受援必要性や支援可能性も勘案し、

支援側と受援側で連携して広域輸送の拠点や輸送システムの確保を進めることが重要であ

る。 

⑦ 関係省庁・機関の既存の協議会等について、その特性等に応じた効果的な連携方策を検

討し、連携を進める。 

⑧ 上記の取組を通じて、地域ブロック協議会等において地域の状況に応じた地域における

備えを行動計画として具体化する。行動計画は大規模災害への備えとしてできる限り速や

かに策定することが求められることから、各地方自治体の特徴を十分に整理した上で、地

域ブロック単位での特徴や検討状況に応じて、まずは基本的な事項を定め、具体的な検討
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 を通じて得られる新たな知見等を踏まえて、構成する地方自治体が策定する災害廃棄物処

理計画等と整合を図りつつ、段階的に充実を図る。 

さらに、策定した行動計画に基づき、関係者による合同訓練等を実施し、その結果を踏ま

えて、実効性を高めるという視点も重要である。 

⑨ ①～⑦の内容に加え、オールジャパンでの対応体制の構築の観点から、自らの想定される

被災の状況を踏まえた上で、他のブロックに対してどのような支援が可能なのか、検討して

おく。 

⑩ 発災後については、実際に発生した災害の態様、影響等を十分に踏まえ、環境大臣が策定

する処理指針及び地方環境事務所が中心となって策定した行動計画に記載の広域的な連携

協力の範囲や内容を基に、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の実施に向けて、柔軟に対応す

ることが必要である。 

 

第３章 国が中心となって行う事項 

①～⑤ （略） 

⑥ 地域間協調を推進する。 

○ 国のリーダーシップのもと、平時から、県域を越えた広域で、地域ブロック単位での行

政、民間事業者、専門家等関係者の連携・協力体制（有機的ネットワーク）を構築すべく、

関係者の役割の明確化・具体化や 関係機関等の連携・協力体制の強化（県域を越える面

的対応力の強靱化）を図る。また、地域ブロック間の連携を促進する。 

○ また、連携・協力を図る対象として、 従来地域ブロック協議会等に参加してきた者（国、

都道府県、市町村、民間事業者等）のほか、他の防災施策関係者（内閣府、国土交通省等）

を想定し、地域におけるより効果的な防災対策にも資するよう努める。 

○ 地方自治体と民間事業者との連携を強化するため、有効な災害廃棄物対策を盛り込ん

だ災害協定等の締結を推進する。さらに既に締結されている災害協定における災害廃棄

物関連の記載事項を調査し、大規模災害時における災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を

実施するための官民間協定締結のための地方自治体向けガイドラインを作成し、より一

層の災害協定の締結を推進する。また、発災時に複数の災害協定等に基づく取組が同時に

行われることによる混乱が生じることのないよう、災害協定の締結状況等を共有し、必要

に応じて調整を行う。 

○ 複数の地域ブロックにまたがる広域的な各種の輸送ネットワークの構築等、地域 

ブロック間の連携を促進する。 

  ⑦～⑩ （略） 

 

第３編 地域ブロックでの行動計画の策定とそのための連携のあり方 

第１章 行動計画策定の必要性 

① 大規模災害が発生した場合には、地域ブロック内の関係者が共通認識のもと、それぞれ

の役割分担を明確にし、足並みをそろえた行動を取る必要がある。災害廃棄物対策に係る
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 課題には、個々の地方自治体で取り組むべき課題と、地域ブロック全体で相互に連携して

取り組むべき課題がある。後者の課題の解決を図るため、個々の地方自治体で取り組むべ

き課題を踏まえた上で、その共通のアクションプランとして、地方環境事務所が中心とな

って地域ブロック協議会等において大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画を

策定する。 

② 行動計画の策定に当たって、まずは基本的な事項を定め、具体的な検討や運用を通じて

得られる新たな知見を踏まえて、段階的に充実を図ることが重要である。第２章に行動計

画に盛り込むことが望ましいと考えられる事項を例示する。行動計画に実際に盛り込む事

項については、各地域ブロックの特性や現状を踏まえ、事項の追加・変更等を適宜行い、

効果的かつ実効性の高い計画の策定を図る。 

 

第２章 行動計画に盛り込む事項 

① 地域ブロック協議会等の構成と基本的な役割 

○ 国（地方環境事務所）が中心となり、国、都道府県、市町村等の連携・協力体制の構

築に加え、廃棄物処理業界のほか各種業界の民間事業者との連携・協力体制を構築す

る。 

○ 全国規模の団体の地方支部や各地域の廃棄物処理事業者、建設事業者、製造事業者等

の民間事業者と円滑な災害廃棄物処理に向けて関係者間で協議する。 

○ 地域ブロック協議会等において地域の状況に応じた地域における備えとして行動計画

を策定する。 

○ 関係者のスキル向上や関係者間の連携強化のため、D.Waste-Net 等を活用したセミナ

ーや合同訓練を実施する。 

○ 発災後においては、地方環境事務所が都道府県から災害の態様や影響等に関する情報

を集約し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の実施に向けて、行動計画等を踏まえた広

域的な連携を実施する。なお、発災後に情報を集約するための通信手段の確保方策や、

地域ブロック協議会等の運営・協議方法についても検討しておく。 

② 行動計画の位置づけ 

○ 地方環境事務所が中心となって地域ブロック協議会等において、設定した災害に応じ

て、国、地方自治体、民間事業者等の地域ブロック内の関係者それぞれの役割分担を明

確にした上で、処理体制の構築等の基本的な事項をまとめたものとして、策定する。 

○ 都道府県災害廃棄物処理計画等及び市町村災害廃棄物処理計画等との整合をとりつつ、

それぞれの計画に記載されている県域を越える規模の広域連携について、その具体的な

内容を記載するものとして策定する。 

○ 地域ブロックが事前に備えておくべき行動計画の中には、自らが被災したときにどう

対応するのかという行動計画と、支援に回った場合にどのように支援をするのかという

観点からの行動計画の２つの内容を記載することが望ましい。 

その際に、東日本大震災の教訓を踏まえれば、地域ブロック単位の広域連携については
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 地域ブロック協議会等の中で、都道府県が主体的に被害状況及び区域内の地方自治体の

災害廃棄物処理計画等に定める受援、支援計画を基に、区域内の関係者間の受援・支援関

係の調整を行う。地域ブロック間の連携についてはそれぞれの協議の状況を踏まえて、環

境省（本省）が受援・支援関係の調整を行う。 

③ 地域の特性を踏まえた被害の想定 

○ 地域ブロック協議会等での協議を行い、対象とする災害シナリオを設定する。シナリオ

は必要に応じて複数の異なるシナリオを作成する。 

○ 対象とする災害シナリオに即した被害想定に基づき、災害廃棄物の発生量を推計する。 

○ 推計発生量及び施設被害想定に基づいた既存施設の処理可能量を試算し、仮設処理施

設を設置しない場合、処理にどの程度の年数を要するかシミュレーションを行う。 

○ 災害廃棄物の質の観点から、有害物質等により汚染された災害廃棄物の発生可能性を

地方自治体が検討できるよう、PRTR 制度等を活用した情報収集を可能な限り実施すると

ともに、民間事業者等から必要な情報を入手し整理する。 

④ 処理方針及び目標期間の設定 

○ 地域ブロック内で活用可能な既存施設（一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、リ

サイクル関連施設、セメント製造事業所等）とその処理可能量、耐震化等の災害対応状況

を整理した上で、災害時の活用方針を検討する。 

○ 地域ブロック内で確保可能な仮置場や仮設処理施設の候補地を踏まえ、災害時に確保

可能な広域的な仮置場の容量、仮設処理施設の処理能力を検討し、災害時の確保方針を検

討する。 

○ 災害時においても資源の有効活用の観点から、災害廃棄物を分別し再生利用を極力実

施するため、地域ブロックの域内で、災害廃棄物の処理の拠点や再生資材の利用先の確保

等を進める。その上で、円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理のために最終処分場が必要な災

害廃棄物については、各地方自治体が平常時に搬入している最終処分場の活用を検討し、

不足する容量について地域ブロック単位でその最終処分場の確保について協議する。 

○ 他の地域ブロックとの連携や、他の地域ブロックに対する支援方策についても方針を

検討しておく。 

○ 上記の方針を踏まえ広域的な各種の輸送ネットワークを含めた災害廃棄物の運搬ルー

ト・運搬手段等（陸路、鉄路、海路、車輛、船舶、積替等）の確保方針を検討する。その

際、運搬ルートとなる幹線道路の廃棄物撤去の役割分担について事前に調整する必要が

ある。 

○ これらの検討を踏まえた上で、災害廃棄物の処理を復旧・復興の前提と位置付け、あら

ゆる性状の災害廃棄物全体を同じ期間で処理するという目標ではなく、地域及び災害廃

棄物の特性に応じた柔軟な目標としての期間を設定する（腐敗性の廃棄物、可燃性廃棄物

は早期の処理、不燃性のコンクリートくず等については、復旧・復興事業における再生資

材の需要（内容や進捗等）に応じて柔軟に対応等）。発災後、国が処理指針を策定した場

合には、処理指針を踏まえて、目標期間を見直す。 
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 ⑤ 地域ブロック内におけるネットワークの構築 

○ 地域ブロック協議会等を主体とし、地域の有識者や、一般廃棄物処理事業者団体、産業

廃棄物処理事業者団体や建設事業者団体、解体業者団体等の民間事業者団体と連携した

ネットワークを構築するとともに、そのネットワークを強化する。 

○ 各関係者の役割と具体的な対応内容を明確にし、大規模災害発生時における活動方針

を策定しておくことが望ましい。 

○ 地域ブロック内におけるネットワークだけでは対応できない場合を想定して、D.Waste-

Net への応援要請が必要となる事項を整理しておく。 

⑥ 地域ブロック内関係者の合同訓練、セミナーの実施 

○ 行動計画の段階的な充実を念頭に置いた合同訓練、セミナー等の年次計画を作成する。 

○ 行動計画の実効性を高めるため合同訓練等を実施し、その結果の評価及び教訓化に向

けたフィードバックを行う。 

○ 地方環境事務所は、地域ブロック協議会等に参画する地方自治体等がそれぞれ実効性

のある防災訓練等を実施できるよう支援を行う。 

⑦ 地域ブロック内の関係者の対応状況の共有等 

○ 地方環境事務所は、地域ブロック内の地方自治体の災害廃棄物処理計画等の策定状況

や民間事業者等の BCP（事業継続計画）の策定状況を把握し、必要に応じて対策の実施、

強化を促す。 

○ 地域ブロック協議会において、既存施設リスト（災害廃棄物を受入れ可能な施設のリス

ト、セメント等の製造事業者による協力の可能性等）、仮置場や仮設処理施設の候補地リ

スト、災害協定等の締結状況、民間事業者からの有用情報等を共有し、継続的な情報の更

新を行う。 

⑧ 行動計画の点検・見直し 

○ 地方環境事務所は点検・見直しの基本的な考え方を整理しておく。 

○ 地域ブロック内の地方自治体や民間事業者は、合同訓練や災害対応経験を行動計画に

フィードバックし、記載内容の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 下線は、当局が付した。 
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参考図表⑨ 災害廃棄物対策東北ブロック行動計画（平成 30 年 3 月災害廃棄物対策東北ブロック協 

 議会）（抜粋） 

２ 災害廃棄物対策東北ブロック協議会の役割 

 ⑴ 災害は、いつどの程度の規模で発生するかの予測が難しく、特に地震のように事象その

ものの予報が事実上困難なものもある。 

   このため、万一の際に即応できるよう、平時の備えを少しでもレベルアップしておく必

要がある。 

   国では、環境大臣が廃棄物処理法に基づく基本方針において、全国の各地方公共団体に

「災害廃棄物処理計画」の策定と適宜見直しをするものとしている((略))。 

   そこで、協議会においては 

   ◎ブロックとしての行動計画の策定 

   ◎各地方公共団体の災害廃棄物処理計画の策定支援 

   （先行事例の紹介、計画に実効性を持たせるための情報交換や助言等） 

  を進め、東北ブロックの全県市町村の災害廃棄物処理計画が早期に策定されるよう技術的

支援を行う。 

   なお、手引きについては、単に災害廃棄物発生時の対応マニュアルとしてのみならず、

各市町村において防災計画と整合の上、それ自体をカスタマイズすることにより、災害廃

棄物処理計画のフレームとして活用することも可能であるので、災害廃棄物処理計画未策

定の市町村におかれては計画策定の一助とされたい。 

 

 ⑵ 平時の取り組み（把握・更新すべき情報） 

災害廃棄物処理計画を策定するために、またその後の適宜改定を進めるためにも、各県

市町村では所管区域内の 

◎廃棄物処理施設（一般廃棄物、産業廃棄物とも）の処理能力と操業状態、耐震化等の

災害対応状況 

◎非常災害時の協力可否（他県支援含む） 

  を把握し、施設更新の都度等、随時更新しておくことが必要である。 

   この際、単に協力可否ののみならず、搬入の際の車両の上限や禁忌品の有無、処分場で

は残余量や超過のおそれの有無なども把握すべきである。 

   併せて、各県市町村では区域内で発生が予測される危険物及び処理困難物について、そ

の数量と処理方法について検討しておくことも重要である。 

   また、有害廃棄物としての化学物質については、災害により保管施設が被災し流出・漏

出することで、区域内外の生活環境の保全上重大な影響（大気、水質、土壌の汚染等）を

及ぼすと考えられるものや、水や空気と触れることで爆発、火災などを引き起こすおそれ

のあるもの、金属類について、消防部局からの最新情報を入手すること、また特に市町村

においては近隣相互にその情報共有を図ることが望ましい。 

   各県においては自ら有する情報の外、必要に応じ市町村その他からの情報をもとに、自
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 県内の産業廃棄物処分業者による、危険物及び処理困難物への対応能力を定期的に調査

し、万一の際、それらの処分先として適切な事業者を市町村に対して紹介できる体制を整

えることが望ましい。 

   また、東北ブロックとしても各県・各市町村が整理した情報を共有・活用できる体制作

りを進めることとし、災害発生に備え、最新の知見・状況を共有していくこととする。 

   （略） 

 

 ⑶ 災害廃棄物処理のための人材育成 

   災害廃棄物は、平時の一般廃棄物や産業廃棄物と異なり、突発的、一時多量、性状の多

様性、処理方法の多様性といった特徴がある。 

   その上、法的区分では一般廃棄物である一方、性状においては産業廃棄物と同様、とい

うものも少なくなく、平時の廃棄物処理に係る実務知識だけでは適正処理が困難というこ

とも想定される。 

   さらに、実際に災害廃棄物の処理に携わる機会は少ないため、現場訓練（OJT：On the 

Job Training）による災害廃棄物への対応力の向上は難しいが、間断ない災害廃棄物への

対応力向上のため、人材育成を進める必要があることから、協議会が中心となって、 

   ◎ブロック全体としての共同訓練の企画・実施 

   ◎県市町村を単位とした、関係者による独自訓練の開催支援 

  を行い、災害廃棄物の当事者となる、市町村職員、県職員の参加のもとに人材育成に資す

る事業を定期的に進める。 

   併せて、地方公共団体、とりわけ市町村の発災時の対応マニュアルとしての活用を企図

した「手引き」について、平時のうちに各市町村における読込みを図るとともに、事務局

（東北地方環境事務所）が各県を巡回することにより、災害廃棄物に関する市町村の疑問

点や様々な意見等を集約し、より実効性の高い手引きに改訂するため、協議会において協

議を進める等、様々な対応を通じて、各地方公共団体の対応力向上を進めることとする。 

   なお、各市町村の連携強化や災害廃棄物への対応力向上を目指してブロック全体での共

同訓練の導入を目指すこととしているが、ブロック内ということにこだわらず、更にはブ

ロック外の関係者との連携や、他ブロックの知見や体制を学ぶ上からも、他ブロックとの

情報交換・合同訓練についても開催を検討していく。 

 (4)～(5) （略） 

 

３ この行動計画の主な目的 

この行動計画は、各県市町村の災害廃棄物処理計画が順次策定・改定されることを前提とし

て、以下の２点を主たる目的とする。 

⑴ 災害廃棄物が発生した際、それぞれの行動主体が果たすべき役割と、具体的に取るべき行動

手順（の基本）を示し、必要に応じ県域を越えた連携（以下「広域連携」という。）により、

迅速な初動体制の確立と災害廃棄物の適正処理を図る。 
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 ⑵ 平時にあっては、協議会が中心となって、東北ブロックはもとより他のブロックの情報も

含め、様々な災害に伴う災害廃棄物に係る知見、制度、その他必要な情報の共有を図り、併

せて定期的かつ実戦的な演習・訓練等を通じて、災害廃棄物に携わる人材の育成と各主体特

に地方公共団体の対応能力の維持向上を図る。 

 

この行動計画は、広範囲かつ甚大な被害を伴う非常災害（大規模災害）の際の対応はもち

ろんのこと、発災後の対応が単独の県では困難な災害、又は被災地域が複数県にまたがる等

で広域連携を要する規模の災害を主たる対象とする。（※単独の県で対応が可能な災害、被災

地域が複数県に及ぶだけで被害は軽微で広域連携を要しないような場合は、対象と考えてい

ない。但し、対象範囲を明確に区切ることは困難であり、本計画策定の目的のひとつが「単

独の県に収まらない広域的な連携、災害時の他県の支援・受援体制の構築検討」であること

からこのように定めるものである。） 

この計画の対象外となる規模・範囲の災害については、各県・市町村災害廃棄物処理計画

により対応することを原則とするが、その実際の対応に当たって、それぞれの災害廃棄物処

理計画をベースとした災害廃棄物処理実行計画を策定するほか、この行動計画をベースとし

た災害廃棄物処理実行計画を策定することについても検討されたい。 

行動計画に盛り込む事項は、地域ブロック協議会等の構成と基本的な役割、行動計画の位

置づけ、地域の特性を踏まえた被害の想定、処理方針及び目標期間の設定等とする。 

(略) 

(注) 下線は、当局が付した。 

 

参考図表⑩ 国土強靱化基本計画（平成 26 年 6 月 3日閣議決定）（抜粋） 

（別紙１）プログラムごとの脆弱性評価結果 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-2)～8-5) （略） 

(注) 下線は、当局が付した。 
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参考図表⑪ 国土強靱化アクションプラン2018(平成 30年 6月 5日国土強靱化推進本部決定)(抜粋) 

第３章 各プログラムの推進計画等 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備

する 

8-1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

○ 循環型社会形成推進基本計画や廃棄物処理施設整備計画の見直しにあたり、南海トラフ地

震等様々な規模及び種類の災害に対応できるよう、万全な災害廃棄物処理体制の構築や廃棄

物処理システムの強靱性の確保等について明記する。 

○ 災害廃棄物仮置場の確保や、災害廃棄物処理計画の策定を促進するため、災害廃棄物対策

指針等に関する説明会や、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）からの講師派

遣、災害廃棄物処理計画策定のためのモデル事業及び得られたノウハウの展開等を実施す

る。また、災害廃棄物処理に関する実績を収集し、仮置場の必要面積等を算出するための基

礎データの蓄積を図る。 

○ 有害廃棄物の情報把握等も見込んだ災害廃棄物処理計画の策定が進むように、モデル事業

の成果を活用して自治体の取組の支援を行う。 

○ ごみ焼却施設について、自家発電設備の設置等災害時に自立稼働が可能なごみ焼却施設の

整備を促進する。 

○ 港湾を活用した災害廃棄物の広域処理体制を構築するため、「リサイクルポート施策の高度 

化研究会」で得られた結果を踏まえ、搬出側・受入側双方の体制について検討する。 

○ 災害廃棄物の鉄道輸送に資する機関車の更新等を行う。 

（重要業績指標） 

【環境】仮置場整備率 42％（H26）→50％（H29）→70％［H30］ 

【環境】ごみ焼却施設における災害時自立稼働率 27％（H25）→20％（H28）→50％［H30］ 

【環境】災害廃棄物処理計画の策定率（市町村） 9％（H26）→24％（H29）→60％［H30］ 

【環境】廃棄物処理技術と教育・訓練プログラムの開発（都道府県） 9％（H25）→51％

（H29）→80％［H30］（市町村） 2％（H25）→10％（H29）→60％［H30］ 

【環境】有害物質把握実施率 23％（H26）→50％（H29）→100％［H30］ 

8-2～8-5 （略） 

(注) 下線は、当局が付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 74 - 

 

参考図表⑫ 市町村災害廃棄物処理計画を策定する上での課題（県別） 

（単位：市町村） 

区 分 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 合計 

処理計画を策定済み 0 3 6 1 0 8 18 

処理計画を未策定 40 30 29 24 35 51 209 

 

策
定
す
る
上
で
の
課
題 

専門的な情報や知見が不足

している。 

28 
(70.0％) 

19 
(63.3％) 

17 
(58.6％) 

17 
(70.8％) 

21 
(60.0％) 

23 
(45.1％) 

125 
(59.8％) 

周辺市町村(一部事務組合
構成市町村を除く)との調
整が難しい。 

6 
(15.0％) 

0 
(0％) 

1 
(3.4％) 

2 
(8.3％) 

6 
(17.1％) 

3 
(5.9％) 

18 
(8.6％) 

一部事務組合との調整が難

しい。 

7 
(17.5％) 

1 
(3.3％) 

9 
(31.0％) 

4 
(16.7％) 

11 
(31.4％) 

7 
(13.7％) 

39 
(18.7％) 

一部事務組合の構成市町村

との調整が難しい。 

7 
(17.5％) 

1 
(3.3％) 

7 
(24.1％) 

4 
(16.7％) 

8 
(22.9％) 

8 
(15.7％) 

35 
(16.7％) 

県との調整が難しい。 
2 

(5.0％) 
1 

(3.3％) 
2 

(6.9％) 
1 

(4.2％) 
2 

(5.7％) 
3 

(5.9％) 
11 

(5.3％) 

市町村内部（防災担当部署

等）の調整が難しい。 

4 
(10.0％) 

5 
(16.7％) 

3 
(10.3％) 

4 
(16.7％) 

10 
(28.6％) 

4 
(7.8％) 

30 
(14.4％) 

どの災害を想定して作成す

れば良いか分からない。 

8 
(20.0％) 

9 
(30.0％) 

8 
(27.6％) 

6 
(25.0％) 

6 
(17.1％) 

12 
(23.5％) 

49 
(23.4％) 

何から手を付ければ良いか

分からない。 

18 
(45.0％) 

9 
(30.0％) 

10 
(34.5％) 

8 
(33.3％) 

16 
(45.7％) 

20 
(39.2％) 

81 
(38.8％) 

作成にあたる職員や時間を

確保できない。 

21 
(52.5％) 

20 
(66.7％) 

22 
(75.9％) 

12 
(50.0％) 

24 
(68.6％) 

30 
(58.8％) 

129 
(61.7％) 

その他 
6 

(15.0％) 
3 

(10.0％) 
3 

(10.3％) 
1 

(4.2％) 
1 

(2.9％) 
6 

(11.8％) 
20 

(9.6％) 

特に課題はない。 
0 

(0％) 
0 

(0％) 
1 

(3.4％) 
4 

(16.7％) 
1 

(2.9％) 
4 

(7.8％) 
10 

(4.8％) 

（注）1 当局の調査結果による。 

 2 （ ）内は、処理計画を未策定の市町村数に占める構成比を示す。なお、策定する上での課題は、

複数回答可とした。 
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（単位：市町村） 

区 分 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 合計 

専門的な情報や知見が不足してい

る市町村 
28 19 17 17 21 23 125 

 災害廃棄物発生量の推計が難

しい。（対策指針 1-6(1)） 

23 

(82.1％) 

19 

(100％) 

15 

(88.2％) 

13 

(76.5％) 

13 

(61.9％) 

19 

(82.6％) 

102 

(81.6％) 

災害廃棄物処理可能量の推計

が難しい。（対策指針 1-6(1)） 

20 

(71.4％) 

15 

(78.9％) 

12 

(70.6％) 

9 

(52.9％) 

11 

(52.4％) 

16 

(69.6％) 

83 

(66.4％) 

処理スケジュールの検討が難

しい。（対策指針 1-6(2)） 

18 

(64.3％) 

10 

(52.6％) 

8 

(47.1％) 

10 

(58.8％) 

12 

(57.1％) 

12 

(52.2％) 

70 

(56.0％) 

処理フローの作成が難しい。

（対策指針 1-6(3)） 

13 

(46.4％) 

7 

(36.8％) 

8 

(47.1％) 

8 

(47.1％) 

12 

(57.1％) 

12 

(52.2％) 

60 

(48.0％) 

災害廃棄物の種類別の処理方
法・再資源化方法の検討が難
しい。（対策指針 1-6(9)） 

16 

(57.1％) 

7 

(36.8％) 

8 

(47.1％) 

7 

(41.2％) 

12 

(57.1％) 

14 

(60.9％) 

64 

(51.2％) 

災害廃棄物の収集運搬体制の
検討が難しい。(対策指針 1-
6(4)) 

11 

(39.3％) 

6 

(31.6％) 

5 

(29.4％) 

9 

(52.9％) 

9 

(42.9％) 

10 

(43.5％) 

50 

(40.0％) 

仮置場の必要面積の算定が難

しい。（対策指針 1-6(5)） 

16 

(57.1％) 

12 

(63.2％) 

7 

(41.2％) 

12 

(70.6％) 

15 

(71.4％) 

10 

(43.5％) 

72 

(57.6％) 

仮置場候補地の選定が難し

い。（対策指針 1-6(5)） 

20 

(71.4％) 

10 

(52.6％) 

8 

(47.1％) 

14 

(82.4％) 

16 

(76.2％) 

15 

(65.2％) 

83 

(66.4％) 
仮置場の利用方法（一次仮置
場、二次仮置場）の検討が難
しい。（対策指針 1-6(5)） 

11 

(39.3％) 

5 

(26.3％) 

3 

(17.6％) 

11 

(64.7％) 

8 

(38.1％) 

11 

(47.8％) 

49 

(39.2％) 

仮設処理施設の必要性の検討

が難しい。（対策指針 1-6(7)） 

10 

(35.7％) 

5 

(26.3％) 

1 

(5.9％) 

7 

(41.2％) 

8 

(38.1％) 

7 

(30.4％) 

38 

(30.4％) 

損壊家屋等の撤去の基準やス
ケジュールの検討が難しい。
（対策指針 1-6(8)） 

15 

(53.6％) 

9 

(47.4％) 

4 

(23.5％) 

10 

(58.8％) 

12 

(57.1％) 

11 

(47.8％) 

61 

(48.8％) 

災害廃棄物を受入れ可能な最
終処分場の検討が難しい。（対
策指針 1-6(10)） 

8 

(28.6％) 

5 

(26.3％) 

4 

(23.5％) 

6 

(35.3％) 

11 

(52.4％) 

8 

(34.8％) 

42 

(33.6％) 

他市町村での広域的な処理の
検討が難しい。（対策指針 1-
6(11)） 

9 

(32.1％) 

2 

(10.5％) 

2 

(11.8％) 

6 

(35.3％) 

12 

(57.1％) 

7 

(30.4％) 

38 

(30.4％) 

有害廃棄物・適正処理が困難
な廃棄物の対策が難しい。（対
策指針 1-6(12)） 

15 

(53.6％) 

8 

(42.1％) 

7 

(41.2％) 

8 

(47.1％) 

14 

(66.7％) 

14 

(60.9％) 

66 

(52.8％) 

津波堆積物の処理方法の検討
が難しい。（対策指針 1-
6(13)） 

10 

(35.7％) 

2 

(10.5％) 

1 

(5.9％) 

2 

(11.8％) 

3 

(14.3％) 

2 

(8.7％) 

20 

(16.0％) 

その他  
0 

(0％) 

0 

(0％) 

1 

(5.9％) 

0 

(0％) 

1 

(4.8％) 

2 

(8.7％) 

4 

(3.2％) 

 

 

 

市町村災害廃棄物処理計画を策定する上での課題(不足している専門的な情報や知見) 

（注）1 当局の調査結果による。 

  2 区分欄の末尾の（ ）内は、災害廃棄物対策指針第 2 編第 1章の項目番号である。 

  3 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び合計欄の( )内は、専門的な情報や知見が不足

している市町村数に占める構成比である。なお、不足している専門的な情報や知見は、複数回答可とし

た。 
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参考図表⑬ 市町村災害廃棄物処理計画を策定する上で必要としている支援策（県別） 

（単位：市町村） 

区 分 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 合計 

処理計画を策定済み 0 3 6 1 0 8 18 

処理計画を未策定 40 30 29 24 35 51 209 

 

必
要
と
し
て
い
る
支
援
策 

他市町村の災害廃棄物処理

計画の策定例の提供 

33 

(82.5％) 

16 

(53.3％) 

14 

(48.3％) 

12 

(50.0％) 

28 

(80.0％) 

37 

(72.5％) 

140 

(67.0％) 

市町村向けの策定マニュア

ルやひな型の提供 

35 

(87.5％) 

21 

(70.0％) 

18 

(62.1％) 

15 

(62.5％) 

30 

(85.7％) 

40 

(78.4％) 

159 

(76.1％) 

策定支援事業の実施 
15 

(37.5％) 

12 

(40.0％) 

11 

(37.9％) 

7 

(29.2％) 

13 

(37.1％) 

15 

(29.4％) 

73 

(34.9％) 

相談窓口の設置 
11 

(27.5％) 

7 

(23.3％) 

4 

(13.8％) 

3 

(12.5％) 

9 

(25.7％) 

7 

(13.7％) 

41 

(19.6％) 

災害廃棄物発生量や災害廃

棄物処理可能量の推計方法

などの技術資料の提供 

29 

(72.5％) 

21 

(70.0％) 

14 

(48.3％) 

10 

(41.7％) 

14 

(40.0％) 

27 

(52.9％) 

115 

(55.0％) 

研修会の開催 
15 

(37.5％) 

12 

(40.0％) 

9 

(31.0％) 

9 

(37.5％) 

14 

(40.0％) 

16 

(31.4％) 

75 

(35.9％) 

その他  
2 

(5.0％) 

1 

(3.3％) 

4 

(13.8％) 

2 

(8.3％) 

2 

(5.7％) 

4 

(7.8％) 

15 

(7.2％) 

（注）1 当局の調査結果による。 

 2 ( )内は、処理計画を未策定の市町村数に占める構成比を示す。なお、必要としている支援策は、

複数回答可とした。 
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参考図表⑭ 市町災害廃棄物処理対策マニュアル（平成 26 年 3 月三重県）（概要） 

表 7-1 時系列でみた計画の構成（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(注)1 「市町災害廃棄物処理対策マニュアル」（平成 26 年 3月三重県）を基に、当局が作成した。 

          2 市町災害廃棄物処理対策マニュアルには、対応する処理計画のひな型（市町災害廃棄物処理計画モデル）

(本図表下部)が付属する。  

  

 

市町災害廃棄物処理計画モデル 

「災害廃棄物の推計」該当箇所            「処理フロー」該当箇所 

表 7-1 時系列でみた計画の構成（例） 
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参考図表⑮ 県災害廃棄物処理計画（概要） 

ⅰ) 青森県災害廃棄物処理計画 

区 分 概  要 

策定年月 平成 30 年 3 月 

組織体制 災害対策本部環境生活部 

環境政策班、環境保全班 

想定する災害、 

災害廃棄物発生量 

地震災害及び水害、その他自然災害 

災害廃棄物発生量 

①想定太平洋側海溝型地震      15,947,828 トン 

②想定日本海側海溝型地震       3,184,213 トン 

③想定内陸直下型地震           2,348,147 トン 

処理スケジュール おおむね 3年以内 

市町村の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定 

・体制整備（仮置場選定、協定締結、一部事務組合との取決め、教育訓

練等） 

【災害時】 

・被害状況の把握 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害廃棄物の処理 

県の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定支援、技術的援助(人材育成等) 

・国・他県・市町村・関係団体との連携 

【災害時】 

・県内の処理の進捗管理 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定支援 

・国・他県・市町村・関係団体との連絡調整 

・（大規模災害時）県災害廃棄物処理実行計画の策定 

・（市町村の災害廃棄物の処理に著しい支障が生じた場合）市町村から事

務委託を受けて災害廃棄物の代行処理 

(注) 青森県災害廃棄物処理計画を基に、当局が作成した。 
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ⅱ) 岩手県災害廃棄物対応方針 

区 分 概  要 

策定年月 平成 28 年 3 月 

組織体制 災害対策本部支援室 

応急対策班廃棄物対策チーム 

想定する災害、 

災害廃棄物発生量 

地震災害及び水害、その他自然災害 

災害廃棄物発生量 

①内陸直下型地震(北上低地西縁断層群北部地震)  635,024 トン 

②海溝型地震                                6,183,843 トン 

処理スケジュール おおむね 3年間 

市町村の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定 

・体制整備(仮置場選定、協定締結、一部事務組合・広域連合との取決め等) 

【災害時】 

・被害状況の把握 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害廃棄物の処理 

県の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定支援と技術的援助 

・国・他県・市町村・関係団体との連携 

【災害時】 

・県内の処理の進捗管理 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定支援 

・国・他県・市町村・関係団体との連絡調整 

・（大規模災害時）県災害廃棄物処理実行計画の策定 

・（市町村が単独で災害廃棄物を処理することが困難な場合）市町村から

事務委託を受けて災害廃棄物の代行処理 

 (注) 岩手県災害廃棄物対応方針を基に、当局が作成した。 
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ⅲ) 宮城県災害廃棄物処理計画 

区 分 概  要 

策定年月 平成 29 年 8 月 

組織体制 災害対策本部環境生活部 

災害廃棄物担当部署（循環型社会推進課） 

想定する災害、 

災害廃棄物発生量 

地震、風水害その他の自然災害（大規模災害を除く） 

災害廃棄物発生量 

地震 

①宮城県沖地震（単独）（海洋型）   1,534,000 トン 

②宮城県沖地震（連動）（海洋型）   2,058,000 トン 

③長町-利府線断層帯（内陸直下）   2,712,000 トン 

水害 

④平成 27 年 9 月関東・東北豪雨と同規模   3,323 トン 

処理スケジュール 約 1年～3年 

市町村の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定 

・体制整備（仮置場選定、協定締結、一部事務組合との取決め等） 

【災害時】 

・被害状況の把握 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害廃棄物の処理 

県の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定支援と技術的援助 

・国・他県・市町村・関係団体との連携 

【災害時】 

・県内の処理の進捗管理 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定支援 

・国・他県・市町村・関係団体との連絡調整 

・（大規模災害時）県災害廃棄物処理実行計画の策定 

・（市町村が自ら災害廃棄物処理を遂行することが困難な場合）市町村か

ら事務委託を受けて災害廃棄物の代行処理 

 (注) 宮城県災害廃棄物処理計画を基に、当局が作成した。 
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ⅳ) 秋田県災害廃棄物処理計画 

区 分 概  要 

策定年月 平成 30 年 3 月 

組織体制 災害対策本部 

環境整備班（災害廃棄物対策本部） 

想定する災害、 

災害廃棄物発生量 

地震、津波、豪雨等の自然災害 

災害廃棄物発生量 

地震 

①能代断層帯                        2,759,383 トン 

②花輪東断層帯                        260,177 トン 

③男鹿地震                            743,291 トン 

④天長地震                          4,943,610 トン 

⑤秋田仙北地震震源北方              3,036,953 トン 

⑥北由利断層                        5,669,730 トン 

⑦秋田仙北地震                      4,261,773 トン 

⑧横手盆地東縁断層帯北部            1,084,061 トン 

⑨横手盆地東縁断層帯南部            2,617,922 トン 

⑩真昼山地東縁断層帯北部              578,215 トン 

⑪真昼山地東縁断層帯南部              430,836 トン 

⑫象潟地震                          1,659,653 トン 

⑬横手盆地真昼山地連動             10,592,954 トン 

⑭秋田仙北地震震源北方秋田仙北地震連動  8,441,713 トン 

⑮天長地震北由利断層連動            8,077,063 トン 

⑯津軽山地西縁断層帯南部                8,560 トン 

⑰折爪断層                             54,143 トン 

⑱雫石盆地西縁断層帯                   21,530 トン 

⑲北上低地西縁断層帯                  575,180 トン 

⑳庄内平野東縁断層帯                  396,157 トン 

㉑新庄盆地断層帯                        4,047 トン 

㉒海域 A                             2,939,143 トン 

㉓海域 B                            3,589,830 トン 

㉔海域 C)                               74,429 トン 

㉕海域 A＋B連動                    12,565,893 トン 

㉖海域 B＋C連動                     6,656,986 トン 

㉗海域 A＋B＋C連動                 22,375,868 トン 
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 水害 

①米代川上流域（氾濫）                     19,074 トン 

②米代川下流域及び馬場目川（氾濫）         38,276 トン 

③雄物川上流域（氾濫）                     43,803 トン 

④雄物川中流域（氾濫）                    159,621 トン 

⑤雄物川下流域（氾濫）                    141,156 トン 

⑥子吉川（氾濫）                           12,257 トン 

処理スケジュール 地震 おおむね 3年以内、水害 1 年以内 

市町村の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定 

・体制整備（仮置場選定、協定締結、一部事務組合との取決め等） 

【災害時】 

・被害状況の把握 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害廃棄物の処理 

県の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定支援と技術的援助 

・国・他県・市町村・関係団体との連携 

【災害時】 

・県内の処理の進捗管理 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定支援 

・国・他県・県内市町村・関係団体との連絡調整 

・（大規模災害時）県災害廃棄物処理実行計画の策定 

・（大規模災害等により市町村に甚大な被害が生じたとき）市町村から事

務委託を受けて災害廃棄物の代行処理 

(注) 秋田県災害廃棄物処理計画を基に、当局が作成した。   
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ⅴ) 山形県災害廃棄物処理計画 

区 分 概  要 

策定年月 平成 30 年 3 月 

組織体制 災害対策本部事務局ライフライン対策班、 

環境エネルギー部循環型社会推進課 

想定する災害、 

災害廃棄物発生量 

大規模地震、津波、豪雨その他自然災害 

災害廃棄物発生量 

地震 

①庄内平野東縁断層帯地震       1,804,591 トン 

②新庄盆地断層帯地震              274,404 トン 

③山形盆地断層帯地震           5,321,327 トン 

④長井盆地西縁断層帯地震       3,800,873 トン 

津波を伴う地震 

①Ｆ30 断層地震                 1,926,293 トン 

②Ｆ34 断層地震                 1,348,400 トン 

水害 

①羽越豪雨(昭和 42 年 8 月)と同程度 108,598 トン 

処理スケジュール 3 年程度 

市町村の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定 

・体制整備（仮置場選定、協定締結、一部事務組合との取決め等） 

【災害時】 

・被害状況の把握、進捗管理 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害廃棄物の処理 

県の主な役割 【平常時】 

・市町村災害廃棄物処理計画の策定支援と技術的援助 

・国・他県・市町村・関係団体との連携 

【災害時】 

・県内の処理の進捗管理 

・市町村災害廃棄物処理実行計画の策定支援 

・国・他県・市町村・関係団体との連絡調整 

・（市町村が自ら災害廃棄物処理を行うことが困難な場合）市町村から事

務委託を受けて災害廃棄物の代行処理 

・（災害廃棄物の代行処理を行う場合）県災害廃棄物処理実行計画の策定 

 (注) 山形県災害廃棄物処理計画を基に、当局が作成した。 
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参考図表⑯ 市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き（平成 29 年 3 月環境省東北地方環境事務 

所）(抜粋) 

第１編 発災直後の対応と平常時の備え 

第２章 災害に備えて平常時に最低限行うべきこと 

２ 関係機関との協力体制を構築します 

◆ 廃棄物処理施設が被災し稼働できない場合や、大量の災害廃棄物が発生する場合に備え

て、関係機関や他の市町村と協力体制を構築します。 

◆ 一般廃棄物処理を担っている一部事務組合や民間事業者（収集運搬業者も含む）との協

力体制を平常時から検討しておきます。 

平常時に協議しておく内容の例 

・施設敷地の仮置場としての利用の可否 

・仮置場の管理・運営に係る役割分担 

・災害時の廃棄物の収集運搬計画 

・既存施設で受け入れ可能な災害廃棄物の要件など 

◆ 地元の建設業協会、解体業協会、産業廃棄物協会等と災害廃棄物の収集運搬や処分に係

る協定を締結しておきます。協定を締結するだけでなく、定期的に協議や訓練を実施する

ことが重要です。 

◆ 関係機関等と災害時に連絡が取れないことを想定し、初動をどのようにするか決めてお

きます（例：役所に参集する等）。 

◆ 他の市町村と災害廃棄物の収集や処分について、相互支援協定を締結しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害廃棄物関係事務 

第１章 基本的事項 

 第２節 処理の体制 

 １～３ （略） 

 ４ 協力・支援体制 

災害廃棄物の処理は市町村が行う自治事務であり、自ら行わなくてはならない。ただし、

行政機能が喪失した場合や、災害廃棄物の発生量が膨大で単独で対応しきれない場合は、都

道府県や他の市町村等へ支援を求め、対応する。 

① 平常時 

◆ 県の災害廃棄物処理計画を確認し、県との協力体制を検討する。 
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◆ 災害により廃棄物処理施設が被災し稼働できない場合や大量の災害廃棄物が発生す

る場合に備えて、他の市町村との相互支援協定を締結する。協定の内容を確認し、災

害廃棄物の収集や処分について協定に盛り込む等、必要な対応を検討する。 

◆ 民間業界団体等と協定を締結する。一般廃棄物や産業廃棄物、建設、解体等の各業

界団体とは、災害の規模によっては収集運搬や解体、処分等を依頼する可能性が高い

ことから、金額も含め災害協定を締結するのが望ましい。 

② （略） 

 ５ （略） 

 

 第２章 発災直後の行動  

第６節 住民等への広報・周知 

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するためには、住民の理解と協力が必要である。 

このため、市町村は、災害廃棄物の分別方法、仮置場の設置等について平常時から周知を行う。

災害廃棄物の不法投棄を防止し、分別を徹底するためには、発災直後の広報が重要であり、特に

水害では、水が引くとすぐに被災した住民が一斉に災害廃棄物を排出するため、効果的な手法で

迅速に情報を周知する必要がある。 

◆ 市町村は、被災者に対して、災害廃棄物の分別や収集、仮置場の利用方法等について、効

果的な広報手法により周知する。また、ボランティアに対しても速やかに災害ボランティア

センターを通じて、同様の情報を周知する。 

分別方法（平常時の分別方法を基本としたほうが伝わりやすい） 

収集方法（市町村が収集する場合） 

仮置場の場所、搬入時間、曜日等 

仮置場の誘導路（場外、場内）、案内図、配置図 

仮置場に持ち込んではいけないもの（生ごみ、有害廃棄物、引火性のもの等） 

災害廃棄物であることの証明方法（住所記載の身分証明書、罹災証明書等）など 

◆ 市町村は、チラシや広報車、ホームページ等の広報手法により、住民へ正確かつ迅速に、

災害廃棄物の分別や仮置場の利用方法等についての情報を周知する。複数の広報手法を用い

て周知をするのが効果的である。 

災害時の広報手法の例 

チラシ、広報車、防災行政無線、ポスター（避難所での掲示）、広報紙（誌） 

ホームページ、SNS、ローカル（ケーブル）テレビ、ラジオ、新聞 

◆ 外国人が多い市町村は、外国人を対象としたチラシやホームページ、放送等による周知に

努める。 

 

 第４節 仮置場 

仮置場は、生活環境の確保・復旧等のため、災害廃棄物を一時的に集積し、分別・保管して

おく場所であり、道路啓開や倒壊建築物の撤去のためにも必要となる。 
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災害廃棄物の発生量が多く、仮置場の開設が必要と判断した場合は、候補地を複数ピックア

ップするとともに、開設した場合のレイアウトを策定する。なお、選定に際しては、近隣に住

居が少ない場所、学校・病院・福祉施設から距離があることを基準とする。 

仮置場の開設は、災害発生後数日以内に行うべきであり、過去の災害においても、発災した

その日、もしくは次の日に開設されている。災害時に迅速に仮置場を開設するためには、事前

の準備が必要となる。 

  

仮置場候補地の選定の際に考慮する点 

仮置場候補地は、以下の点を考慮して選定する。 

＜選定を避けるべき場所＞ 

・学校等の避難場所として指定されている施設及びその周辺はできるだけ避ける。 

・周辺住民、環境、地域の基幹産業への影響が大きい地域は避ける。 

・土壌汚染の恐れがあるため、農地はできるだけ避ける。 

・水害による災害廃棄物は、汚水を発生する恐れがあることから水源に留意し、近接する場

所を避ける。 

・浸水想定区域等を避ける。（市町村が策定したハザードマップを参照すること） 

・二次仮置場は、長期間に渡り、大量の災害廃棄物を仮設処理施設により破砕選別、焼却処

理を行う場合があるため、周辺環境へ影響を考慮して選定する。 

＜候補地の絞込み＞ 

・重機等により災害廃棄物を分別・保管するため、できる限り広い面積を確保する。 

・公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設等の公有地。 

・未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借り上げ）。 

・候補地に対する自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等、他の土地利用のニーズの有無

を確認する。 

・効率的な搬出入ルート、必要な道路幅員が確保できる。 

・敷地の搬入・通行路は、大型車が走行できるようコンクリートまたはアスファルト敷が好

ましい。 

・長期間使用できることが好ましい。 

・必要な消火用水、仮設処理施設の電源・水源が確保できることが好ましい。 

・ごみ処理施設の周辺を候補地とする場合は、道路渋滞が発生し、廃棄物の搬入出に支障が

出ないか確認する。 

なお、仮置場は住民負担を考慮し、適正配置に努める必要がある。（略） 

１ （略） 

２ 仮置場の必要面積の推計方法 

仮置場の必要面積は、次の方法で推計できる。 

面積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

集積量＝災害廃棄物発生量－処理量 
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 処理量＝災害廃棄物発生量÷処理期間 

見かけ比重：可燃物 0.4（ｔ/ｍ3）、不燃物 1.1（ｔ/ｍ3） 

積み上げ高さ：5ｍ以下が望ましい。 

作業スペース割合：0.8～1 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 1-14-4 

災害廃棄物全量が仮置場に搬入されて一時的に保管することを仮定する場合の必要面積

は、以下のように簡易に考えることもできる。 

面積＝災害廃棄物の発生量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

 
なお、仮置場は、なるべく広い土地を確保して開設するのが望ましい。狭い土地だと、仮

置場の設置数が多くなり、仮置場に係る人員も多く必要となる。 

(注) 下線は、当局が付した。 

 

 

参考図表⑰ 巨大災害発生時の災害廃棄物処理に係る対策スキームについて（平成 27 年 2 月環境省 

巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会）(抜粋) 

３．巨大災害時の災害廃棄物処理の基本的対応方針 

３－２．処理に当たっての基本的方針 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 迅速な処理のための処理工程、処理施設等の準備と整備 

 （略） 

 【仮置場】 

① 処理の着手及び進捗に大きな影響を与える仮置場の確保については、地方自治体は、東日 

本大震災での教訓を踏まえ、仮設住宅用地等、災害時に生じる一定規模の土地への他の需要

と競合することがないよう、関係部局とあらかじめルールを定めておくことや、民有地の活

用方策等、具体的な検討を進めておくことが重要である。 

② 仮置場について、国は、東日本大震災の実施例を基に、仮置場に係る技術的な情報（必要

面積の算定方法、施設の配置計画例、用地の造成、仮置場への搬入作業に必要な資機材の確

保等）や災害時に使用可能な国有地の情報を整理して地方自治体に示すとともに、地方自治

体は、国が示した技術情報等を基に、発災後に速やかな周辺住民の合意形成がなされるよう、

仮置場の候補地を発災前から選定し、あらかじめ災害廃棄物処理計画の周知等により、住民

からの理解を得ておくよう取り組む必要がある。 

（略） 

 

３－３．巨大災害時における災害廃棄物処理の特例的措置 

⑴ （略） 

⑵ 廃棄物処理法についての特例的措置 
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  （略） 

【他の自治体への事前通知関係】 

巨大災害時には、被災地域以外での災害廃棄物の処理が必要となることが想定されるが、他 

の市町村の区域内で処理するためには、受入れ先の市町村に対して事前に通知するものとさ

れているところ、実際には単なる通知行為に留まらない手続きが必要となり、受入れに想定外

の時間を要する例があった。 

このような状況を改善するため、事前に双方の市町村の間で災害協定を締結すること等に

より、発災後の災害廃棄物の受入れの円滑・迅速化を図る等の手続きの改善を促すことが考え

られる。 

（略） 

⑶・⑷ （略） 

(注)1 下線は、当局が付した。 

2 3-3⑵の通知行為とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）第 4条第

九号イの通知を指す。 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）（抜粋） 

（一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準） 

第４条 法第６条の２第２項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分（再生を含 

む。）を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 

一～六 （略） 

七 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び

方法を指定すること。 

八 （略） 

九 第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所（広域臨海環境整備

センター法第２条第１項に規定する広域処理場を除く。）が当該処分又は再生を委託した市

町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。 

イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項

を通知すること。 

⑴ 処分又は再生の場所の所在地（埋立処分を委託する場合にあっては、埋立地の所在地、 

面積及び残余の埋立容量） 

⑵ 受託者（非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分又は再生を他

人に委託して実施する場合にあっては、当該受託者及び当該処分又は再生を委託しよ

うとする者）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

⑶ 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法 

⑷ 処分又は再生を開始する年月日 

ロ 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に

係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。 

(注) 下線は、当局が付した。 



- 89 - 

 

参考図表⑱ 災害廃棄物対策東北ブロック協議会 設置要綱（案） 

（名称） 

第１条  本会は、「災害廃棄物対策東北ブロック協議会」(以下、「協議会」という。)と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（平成２７年１１月）」

（以下、「行動指針」という。）に定める地域ブロック協議会に相当し、対象地域は東北ブロ

ック（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の範囲をいう。）とし、行動指針に

定める地域ブロック単位で行う事項の実施を目的とする。 

 

（実施事項等） 

第３条 協議会では、次に掲げる事項を実施する。 

(1) 東北ブロックにおいて実施又は検討している大規模災害時の廃棄物対策に関する情報の

共有 

(2) 東北ブロックにおける大規模災害時の廃棄物対策に関する広域連携のための協議 

(3) 東北ブロック以外で実施又は検討している大規模災害時の廃棄物対策に関する情報の共有 

(4) 行動指針に定める地域ブロックでの行動計画の策定 

(5) 各地方公共団体の災害廃棄物処理計画の策定推進及び災害廃棄物に関する人材育成 

(6) その他、協議会の構成員が必要とする事項等 

 

（構成員等） 

第４条 協議会の構成員は、別紙のとおりとする。なお、各構成員が推薦する者等がオブザーバ

ーとして出席することを妨げない。 

２  協議会は、必要に応じて部会を設置することができる。 

 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置く。 

２  会長は、構成員の互選によって定める。 

３  会長は協議会を代表し、会務を統理する。 

４ 協議会の開催の際、会長に事故あるときは、当日の出席者から職務代理者を選任し、職務代

理者のもとで議事を進行する。 

 

（事務局） 

第６条  協議会の事務局は、東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課に置く。 

 

（その他） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、協議会に関する必要事項は、協議会に諮り定める。 

 

附則  この要綱は、平成 29 年  月  日から施行する。 

２  東北地方災害廃棄物連絡会設置要綱（平成 27 年 6 月 30 日制定）は、廃止する。 
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（別紙）  

 

災害廃棄物対策東北ブロック協議会  構成員 

 

（有識者） 

東北大学大学院 環境科学研究科 研究科長  吉岡  敏明  教授 

岩手大学理工学部 システム創成工学科        大河原 正文  准教授 

 

（県） 

青森県 環境生活部 環境政策課 

岩手県 環境生活部 資源循環推進課 

宮城県 環境生活部 循環型社会推進課 

秋田県 生活環境部 環境整備課 

山形県 環境エネルギー部 循環型社会推進課 

福島県 生活環境部 一般廃棄物課 

 

（県庁所在市） 

青森市 環境部 清掃管理課 

盛岡市 環境部 廃棄物対策課 

仙台市 環境局 総務課 

秋田市 環境部 環境都市推進課 

山形市 環境部 ごみ減量推進課 

福島市 環境部 清掃管理課 

 

（中核市（県庁所在市を除く。））  

八戸市 環境部 環境政策課 

郡山市  生活環境部 清掃課 

いわき市  生活環境部 ごみ減量推進課 

 

（各県推薦市町村（一部事務組合等を含む。）） 

各県から１団体ずつ、合計６団体  災害廃棄物所管課 

 

（関係機関） 

国土交通省  東北地方整備局  企画部  技術管理課 

国土交通省  東北地方整備局  港湾空港部  港湾空港防災・危機管理課 

 

（民間事業者団体） 

一般社団法人宮城県産業廃棄物協会 

一般社団法人宮城県建設業協会 

宮城県解体工事業協同組合 

 

（事務局） 

環境省  東北地方環境事務所  廃棄物･リサイクル対策課 

（注） 下線は、当局が付した。  
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参考図表⑲ 巨大災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう備えるか～東日本大震災の 

事例から学ぶもの～（平成 27 年 3 月環境省東北地方環境事務所）(抜粋) 

 

No.7：協定を結ぶべき自治体・業種・団体は？ また、その協定に盛り込むべき内容は何か？ 

  

  （ 略 ） 
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(注) 下線は、当局が付した。 
(略) 
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参考図表⑳ 仮置場候補地を未選定の理由 

（単位：市町村） 

区 分 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 合計 

仮置場候補地選定済み 7 6 15 1 2 16 47 

仮置場候補地未選定 33 27 20 24 33 41 178 

仮
置
場
候
補
地
を
未
選
定
の
理
由 

 

土
地
の
選
定
関
係 

災害時に利用可能な

土地の把握が難しい。 

19 

(57.6％) 

16 

(59.3％) 

8 

(40.0％) 

17 

(70.8％) 

16 

(48.5％) 

14 

(34.1％) 

90 

(50.6％) 

仮置場に適する土地

が不足している。 

13 

(39.4％) 

3 

(11.1％) 

8 

(40.0％) 

4 

(16.7％) 

10 

(30.3％) 

6 

(14.6％) 

44 

(24.7％) 

 
 
 
 

土
地
所
有
者
、
周
辺
住
民
等
と
の
調
整
関
係 

所有者（市町村有地所

管課）との調整が難し

い。 

8 

(24.2％) 

3 

(11.1％) 

3 

(15.0％) 

6 

(25.0％) 

7 

(21.2％) 

2 

(4.9％) 

29 

(16.3％) 

所有者（国有地）との

調整が難しい。 

6 

(18.2％) 

2 

(7.4％) 

0 

(0％) 

1 

(4.2％) 

3 

(9.1％) 

2 

(4.9％) 

14 

(7.9％) 

所有者（県有地）との

調整が難しい。 

6 

(18.2％) 

3 

(11.1％) 

0 

(0％) 

1 

(4.2％) 

3 

(9.1％) 

1 

(2.4％) 

14 

(7.9％) 

所有者（民有地）との

調整が難しい。 

7 

(21.2％) 

2 

(7.4％) 

3 

(15.0％) 

2 

(8.3％) 

6 

(18.2％) 

6 

(14.6％) 

26 

(14.6％) 

仮置場候補地の周辺

住民や民間事業者と

の調整が難しい。 

11 

(33.3％) 

7 

(25.9％) 

8 

(40.0％) 

10 

(41.7％) 

11 

(33.3％) 

16 

(39.0％) 

63 

(35.4％) 

他の利用用途(防災用
途など)との調整など
の市町村役場内部で
の調整が難しい。 

12 

(36.4％) 

4 

(14.8％) 

4 

(20.0％) 

3 

(12.5％) 

9 

(27.3％) 

1 

(2.4％) 

33 

(18.5％) 
 

仮置場の必要面積の

算定が難しい。 

16 

(48.5％) 

14 

(51.9％) 

7 

(35.0％) 

10 

(41.7％) 

19 

(57.6％) 

14 

(34.1％) 

80 

(44.9％) 

仮置場として適する

土地かどうかの判断

が難しい。 

20 

(60.6％) 

12 

(44.4％) 

6 

(30.0％) 

16 

(66.7％) 

19 

(57.6％) 

10 

(24.4％) 

83 

(46.6％) 

仮置場の運用ルール

が決められない。 

12 

(36.4％) 

4 

(14.8％) 

3 

(15.0％) 

8 

(33.3％) 

13 

(39.4％) 

8 

(19.5％) 

48 

(27.0％) 

 

選定に当たる職員や

時間を確保できない。 

13 

(39.4％) 

12 

(44.4％) 

7 

(35.0％) 

7 

(29.2％) 

18 

(54.5％) 

20 

(48.8％) 

77 

(43.3％) 

その他 
4 

(12.1％) 

6 

(22.2％) 

4 

(20.0％) 

2 

(8.3％) 

1 

(3.0％) 

7 

(17.1％) 

24 

(13.5％) 

特に課題はない。 
0 

(0％) 

1 

(3.7％) 

1 

(5.0％) 

1 

(4.2％) 

2 

(6.1％) 

1 

(2.4％) 

6 

(3.4％) 

（注）1 当局の調査結果による。 

 2 ( )内は、仮置場候補地未選定の市町村数に占める構成比を示す。なお、未選定の理由は、複数回

答可とした。 

 

人
材
関
係 
専
門
的
な
情
報
や
知
見
関
係 
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参考図表㉑ 仮置場選定のチェックリスト等（「平成 28 年度大規模災害時における中国四国ブロッ

クでの広域的な災害廃棄物対策に関する調査検討業務報告書」） 

 

仮置場候補地の選定項目 
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 災害発生前の仮置場候補地リスト化イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   仮置場選定チェックリスト  
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仮置場選定チェックリスト 

（条件を満たさない場合の対応策・制限事項を含む。） 

 

 

 

  

  

(注)  「平成 28 年度大規模災害時における中国四国ブロックでの広域的な災害廃棄物対策に関する調査 

検討業務報告書」(平成 29 年 3月中国四国地方環境事務所)を基に、当局が作成した。 
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参考図表㉒ 秋田県災害廃棄物処理計画（平成 30 年 3 月）（抜粋） 

第２編 災害廃棄物処理対策 

3-3 啓発・広報 

 災害廃棄物を適正かつ円滑に処理するためには、住民の理解が重要である。住民の要望 

やニーズの把握に努めるとともに、仮置場への便乗ごみの搬入防止やごみの分別の徹底に 

ついて啓発・広報する。住民へ提供する情報（例）を表 2-3-3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 下線は、当局が付した。 

 

 

参考図表㉓ 市町村の教育・訓練の実施例 

（実施時期）平成 29 年 5 月 

（対象者）環境保全及び廃棄物関係部署職員（部長、課長及び係長） 

（目的）大規模災害発生時の災害廃棄物等の処理に係る初動から中・長期に至るまでの一連の

動きを把握するとともに、各課室等が果たすべき役割を確認する。 

（主な配付資料） 

  ・ 災害廃棄物処理計画（研修実施市町村が策定したもの） 

  ・ 市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き（平成 29 年 3 月東北地方環境事務所） 

    ※第 1編（発災直後の対応と平常時の備え）を抜粋したもの 

  ・ 他市町村及び民間事業者との連携に関する協定の一覧 

  ・ 東日本大震災の被災状況、対応経緯、役割分担等 

（研修内容） 

  ① 発災直後に起こすべき行動について 

  ② 大規模災害発生時の組織体制、各組織の業務概要等について 

  ③ 各種協定について 

   (注) 当局の調査結果による。 
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参考図表㉔ 災害廃棄物対策セミナーの実施内容 

○ 平成 27 年度 「災害発生時における廃棄物処理 講座」 

平成 28 年 3 月 4日（於：仙台市） 

平成 28 年 3 月 7日（於：秋田市） 

○ 平成 28 年度 「市町村向け 災害廃棄物処理行政事務講座」 

平成 29 年 3 月 23 日（於：仙台市） 

○ 平成 29 年度 「自治体職員に求められる災害廃棄物対策の備え」 

平成 30 年 3 月 13 日（於：仙台市） 

 (注) 東北地方環境事務所の資料を基に、当局が作成した。 

 

 

参考図表㉕ 災害廃棄物分野における人材育成研修の体系（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 第 5 回大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会(平成 28 年 1 月 21 日)資料による。 




